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１．組織の概要

　１）事業所名及び代表者名
昭和建設株式会社 代表取締役　入角　博道

　２）所在地
東京都府中市八幡町１丁目１７番１４

　３）環境保全関係の責任者及び担当者連絡先
環境管理責任者　　　　　
担当者　　　　　　　　　　
連絡先　　　　　　　　　　　　 　 電話　　 ０４２－３６３－２１６８

　　　　　　　　　　　　　 　　　　 FAX　　 ０４２－３６５－５７８５

電子メール　　　
ホームページ
産廃情報ネット http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=220598

　４）事業内容
一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬業
建設業

　５）事業の規模

事業規模 単位 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

　一般廃棄物排出量 Kg 557 536 529 500 513

　受託した廃棄物収集運搬量 t 881 1,244 707 693 549

　廃棄物収集　売上高 百万円 163 141 127 178 183

　工事等の件数 件 34 59 54 61 56

　建設業　売上高 百万円 495 497 515 611 517

　建設業　産業廃棄物 t 1,572 25 2,167 28 85

　従業員数 人 38 39 39 39 39

　床面積 ｍ
2 338 338 338 338 338

　電　気　　 使用量 kwh 7,789 7,396 7,565 6,297 6,130

　ガソリン　 使用量 Ｌ 6,166 6,984 7,076 7,554 7,195

　軽　油　　 使用量 Ｌ 11,936 11,104 10,792 11,183 8,901

　水    　  　 使用量 ㎥ 280 345 238 230 211

年間　ＣＯ2排出量 Kg-CO2 49,331 48,861 48,336 49,243 40,444

　６）事業年度　 8月～7月

　7 ）情報公表項目
（1）法人設立年月日 昭和４４年１２月１日　設立
（2）資本金 ２０００万円
（3）実施体制　（組織図) 別紙-1
（4）許可一覧　 別紙-2

常務取締役　富田　琢也　　　
総務課　　　　今元　理恵子　 　　

imamoto@e-shouwa.com

http://www.e-shouwa.com/

　(8月～7月)
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（3）実施体制　（組織図）

１．環境経営方針の作成、全従業員に周知　(要求事項２)　

２．経営の課題とチャンスの明確化　(要求事項３)　

３．実施体制の構築、各自の役割・責任及び権限を定め全従業員に周知（要求事項７）

４．代表者による全体の評価と見直し・指示（要求事項１４）

部門責任者
（担当者）

１．教育・訓練の実施（要求事項７）
２．実施及び運用－関連手順書作成及び運用管理（要求事項９）
３．環境上の緊急事態への準備及び対応－関連手順書作成、試行・訓練（要求事項１０）
４．部門の取組状況の確認及び問題の是正及び予防（要求事項１２）

全従業員
（協力会社）

環境経営方針の理解と環境への取組の重要性を自覚し、決められたことを守り、自主的・積
極的に環境改善に取り組む
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対象外

役　割 　責任及び権限

代表者
(経営者)

環境管理責任者
EA21環境管理委

員会
（ＥＡ２１事務局）

１．環境負荷と環境への取組状況の把握及び評価(要求事項３：事務局担当)
２．環境関連法規の取りまとめ（要求事項４：事務局担当）
３．環境経営目標及び環境経営計画の策定（要求事項５）
４．環境経営システムに対する実務責任及び代表者への状況報告(要求事項６）
５．環境コミュニケーションの実施（要求事項８）
６．全体の取組状況の確認及び問題の是正及び予防（要求事項１２）
７．環境関連文書及び記録の作成・管理（要求事項１１：事務局担当）
８．環境経営レポートの作成・公表（事務局担当）、確認（環責）

協力業者

委員長　：　富田　琢也 今元　理恵子

ﾒﾝﾊﾞｰ 　：　各部委員　 浅沼　　香澄

廃棄物収集運搬業部門 建設業部門 経理

相馬　敦史 髙木　基弘 今元　理恵子

ＥＡ21環境担当者

現場責任者

ＥＡ21環境管理委員会 ＥＡ21事務局

別紙-1

代表者

代表取締役 入角　博道

ＥＡ21環境管理責任者

常務　　　　富田　琢也

事務所

施工現場



一般廃棄物収集運搬・産業廃棄物収集運搬業

許可 許可区分

地区 廃棄物の種類

産業廃棄物収集運搬業

（積替え保管を除く）

汚泥、廃プラスティク類、

木くず、繊維くず、金属くず、

ガラス･コンクリート・陶磁器くず、

がれき類

産業廃棄物収集運搬業

（積替え保管を除く）

廃プラスティク類

産業廃棄物収集運搬業

（積替え保管を除く）

汚泥、廃プラスティク類、

木くず、繊維くず、金属くず、

ガラス･コンクリート・陶磁器くず、

がれき類

一般廃棄物収集運搬業

（積替え保管を除く）

事業系一般廃棄物（可燃ごみ）

建設業

許可区分

業種の種類

特定建設業

土木工事業　　　とび・土工工事業

石工事業　　　 　鋼構造物工事業

舗装工事業　　　しゆんせつ工事業

塗装事業　　　　造園工事業

水道設備工事業

車両種類 台数

コンテナ車（２ｔ） 1

コンテナ車（４ｔ） 2

ユニック車（２ｔ） 2

　　塵芥車　　（３．５ｔ） 1

ショベル 1

ユンボ 1

トラクター 2

（6）処理実績：1.組織の概要の5）事業の規模に記載

２．対象範囲（認証・登録の範囲）

　　　　　　　　　　東京都府中市八幡町1-17-14

東
京
都

許可（特-３）
第７５８６５号

2022年2月7日 2027年2月6日

（5）運搬車両・工事車輌の種類と台数

認証・登録番号　　 ：　0010899

認証・登録事業者　：　昭和建設株式会社　

事業活動　　　　　　：　一般廃棄物収集運搬・産業廃棄物収集運搬業、建設業

認定・登録日　 　　：　2015年11月26日

更新・登録日 　　　：　2021年11月26日

有効期限　 　 　　　：　2023年11月25日
3

※ 積替え保管施設はありません

許可 許可番号
許可 有効

年月日 期限

神
奈
川
県

第01403019270 2017年3月30日 2024年3月29日

府
中
市

3府生ご許可第18号 2022年3月26日 2024年3月25日

東
京
都

第13‐00-019270号 2016年6月1日 2023年5月31日

栃
木
県

第00900019270 2016年9月15日 2023年9月14日

（4）許可一覧

許可番号
許可 有効

年月日 期限

別紙-2



　　１.基本理念

昭和建設株式会社は、一般廃棄物収集運搬業　産業廃棄物収集運搬業　建設業

その他全ての経営及びサービスの環境影響を低減するために、環境経営システムの継

続的改善を図り、地球環境との調和を目指します。

今後、更に環境を配慮した企業に成長するため、ＥＡ２１環境経営システムを導入し、

地域及び地球環境保全の重要性を強く認識しながら毎日の事業経営を推進してまいり

ます。

事務所・廃棄物収集運搬業

１）以下の項目に環境目標を設定し、環境経営に取組みます。

　（1）   二酸化炭素排出量の削減　  　（電気使用量の削減）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　（ｶﾞｿﾘﾝ使用量の削減）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　（軽油使用量の削減）

　（2）   廃棄物排出量の削減 　　　　 　（ゴミの分別・再利用・再資源化促進）

　（3）  水使用量の削減　　　 　　 　　　（節水活動）

建設業

１）以下の項目に環境目標を設定し、協力会社と伴に環境経営に取組みます。

　（1）   施工時の環境改善　　　　　　　　（環境に配慮した建設重機の使用）

　（2）   二酸化炭素排出量の削減　 　　（ｶﾞｿﾘﾝ使用量の削減）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　 　（軽油使用量の削減）

　（3）   建設廃棄物のﾘｻｲｸﾙ推進　   　（建設副産物の分別・再資源化の実施）

２）当社の経営及びサービスに関わる環境関連の法的及びその他の要求事項

    を遵守ます。

３）一人ひとりが環境に関する教育・講習を通し意識を高め、環境負荷低減経営

　　を積極的に取組みます。

４）この環境方針を全従業員に周知するとともに、一般の人々が入手できるよう

　　にします。

　　　　　　　　　制定　２０１５年　　３月　１日

　　　　　　　　　改定　２０１８年　　８月　１日

　　　　　　　　　改定　２０２０年　１１月１１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和建設株式会社　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　入角　博道

　　２.環境経営指針

環境経営方針
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　 2020年度

 ＣＯ2

換算係数 2021 2022
基準値に対し 1 ％削減 基準値に対し 2 ％削減 基準値に対し 3 ％削減

7,565 kWh／年 7,489 7,414 7,338

　 基準値に対し 1 ％削減 基準値に対し 2 ％削減 基準値に対し 3 ％削減

2）　ｶﾞｿﾘﾝ使用量の削減 ｶﾞｿﾘﾝ 4,227 2.32 ｶﾞｿﾘﾝ ｶﾞｿﾘﾝ ｶﾞｿﾘﾝ

　 基準値に対し 1 ％削減 基準値に対し 2 ％削減 基準値に対し 3 ％削減

3）　軽油使用量の削減 軽油 9,535 2.58 軽油 軽油 軽油

電力 3,442 電力 電力 電力

ｶﾞｿﾘﾝ 9,807 ｶﾞｿﾘﾝ ｶﾞｿﾘﾝ ｶﾞｿﾘﾝ

軽油 24,600 軽油 軽油 軽油

合計 37,849 合計 合計 合計

基準値に対し 1 ％削減 基準値に対し 2 ％削減 基準値に対し 3 ％削減

529  kg／年

基準値に対し 1 ％削減 基準値に対し 2 ％削減 基準値に対し 3 ％削減

環境に配慮した建設重機の使用

<低騒音・低振動・排ガス対策の重機使用>

　 基準値に対し 1 ％削減 基準値に対し 2 ％削減 基準値に対し 3 ％削減

　1）　ｶﾞｿﾘﾝ使用量の削減 ｶﾞｿﾘﾝ 2,849 2.32 ｶﾞｿﾘﾝ ｶﾞｿﾘﾝ ｶﾞｿﾘﾝ

　 基準値に対し 1 ％削減 基準値に対し 2 ％削減 基準値に対し 3 ％削減

　2）　軽油使用量の削減 軽油 1,257 2.58 軽油 軽油 軽油

ｶﾞｿﾘﾝ 6,610 ｶﾞｿﾘﾝ ｶﾞｿﾘﾝ ｶﾞｿﾘﾝ

軽油 3,243 軽油 軽油 軽油

合計 9,853 合計 合計 合計

5.-1

0.455

Ｌ／年

燃料使用量

1,244 1,232 1,219
Ｌ／年

3
建設廃棄物のﾘｻｲｸﾙ

推進
建設副産物の分別・再資源化の実施 現場毎実施

現場毎実施 現場毎実施 現場毎実施

ﾘｻｲｸﾙ率100% ﾘｻｲｸﾙ率100% ﾘｻｲｸﾙ率100%

計（kg-CO2）

6,544 6,477 6,411

3,211 3,178 3,146

9,754 9,656 9,557
kg-CO2／年 kg-CO2／年以下 kg-CO2／年以下 kg-CO2／年以下

Ｌ／年 Ｌ／年 Ｌ／年

524 kg／年以下 518 kg／年以下 513

建
設
業

1 施工時の環境改善 現場毎実施
現場毎実施 現場毎実施 現場毎実施

100% 100% 100%

2
二酸化炭素排出量の

削減

燃料使用量

2,821 2,792 2,764
Ｌ／年 Ｌ／年 Ｌ／年

9,440 9,344 9,249
Ｌ／年 Ｌ／年 Ｌ／年 Ｌ／年

kg／年以下

㎥／年 231 ㎥／年

環境目標項目
基準値（8～７月) 年　度　目　標

（ 2019年度実績） 2020年度 年度 年度

3 水使用量の削減 節水活動

水使用量

238 ㎥／年 236 ㎥／年 233

事
務
所
　
　
　
　
　
廃
棄
物
収
集
運
搬
業

1
二酸化炭素排出量の

削減

1）　電力使用量の削減
電力使用量

kWh／年以下 kWh／年以下 kWh／年以下

燃料使用量

4,185 4,142 4,100
Ｌ／年 Ｌ／年 Ｌ／年 Ｌ／年

燃料使用量

2 廃棄物排出の削減 ゴミの分別・再利用・再資源化促進

廃棄物排出量

環境経営目標設定書

作成年月日：2020年　8月1日

計（kg-CO2）

3,408 3,373 3,339

9,708 9,611 9,512

24,354 24,108 23,862

37,470 37,092 36,714
kg-CO2／年 kg-CO2／年以下 kg-CO2／年以下 kg-CO2／年以下

環境経営目標 (2020年度～2022年度の中期目標)

Ｎｏ 環境方針項目



 ＣＯ2

換算係数 2021 2022

基準値に対し 1 ％削減 基準値に対し 2 ％削減 基準値に対し 3 ％削減

7,565 kWh／年 7,489 7,414 7,338

　 基準値に対し 1 ％削減 基準値に対し 2 ％削減 基準値に対し 3 ％削減

　2）　ｶﾞｿﾘﾝ使用量の削減 ｶﾞｿﾘﾝ 7,076 2.32 ｶﾞｿﾘﾝ ｶﾞｿﾘﾝ ｶﾞｿﾘﾝ

　 基準値に対し 1 ％削減 基準値に対し 2 ％削減 基準値に対し 3 ％削減

3）　軽油使用量の削減 軽油 10,792 2.58 軽油 軽油 軽油

電力 3,442 電力 電力 電力

ｶﾞｿﾘﾝ 16,416 ｶﾞｿﾘﾝ ｶﾞｿﾘﾝ ｶﾞｿﾘﾝ

軽油 27,843 軽油 軽油 軽油

合計 47,702 合計 合計 合計

※ 化学物質は使用していないので、環境目標は設定していない。

※ 購入電力の二酸化炭素排出係数　：　2018年度実績　東京電力ｴﾅｼﾞｰﾊﾟｰﾄﾅｰ(株)　調整後排出係数０．455（kg-CO2/kwh）

※ 建設業の購入電力・水の使用量・廃棄物量については、下記の理由のため把握が困難なため、目標及び数値化していない。
1、発注元の施設の使用
2、下請業者との契約条項による（下請業者の使用・処分のため）

5.-2

全
社
合
計

環境方針項目 環境目標項目
基準値（8～７月) 年　度　目　標

（ 2019年度実績） 2020　年度 年度 年度

二酸化炭素排出量の
削減

1）　電力使用量の削減
電力使用量

kWh／年以下 kWh／年以下

計（kg-CO2）

3,408 3,373 3,339

16,252 16,088 15,924

27,565 27,286

kg-CO2／年以下

0.455

燃料使用量

10,684 10,576 10,468

kWh／年以下

ｶﾞｿﾘﾝ使用量

7,005 6,934 6,864
Ｌ／年 Ｌ／年 Ｌ／年 Ｌ／年

Ｌ／年 Ｌ／年 Ｌ／年 Ｌ／年

27,008

47,225 46,748 46,271
kg-CO2／年 kg-CO2／年以下 kg-CO2／年以下



環境経営目標の達成状況

No
基準値
2019

目標値
CO2

換
算

具体的活動内容
責
任
者

担
当
者

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 年度計

①休憩時の消灯 　①～③⑤継続

電力使用量 基準値の ②ﾊﾟｿｺﾝの時間外OFF ④計画実施 ④計画実施 ④計画実施 ④計画実施 ④計画実施

　1) 2%削減 ③空調の適温化 進捗評価 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

　　電力 7,565 7,414 0.455 　（冷房26、暖房22） 目標値 862 735 578 431 674 725 815 622 611 403 465 493 7,414

　　使用量 ＜kWh/１年＞ ＜kWh/1年以下＞ ④ｴｱｺﾝのﾒﾝﾃﾅﾝｽ 電力 目標累計 862 1,597 2,175 2,606 3,280 4,005 4,820 5,442 6,053 6,456 6,921 7,414

　　の削減 ⑤ｴｱｺﾝ装置内熱利用 kwh 実績値 458 477 366 426 519 576 933 648 520 379 373 455 6,130
実績累計 458 935 1,301 1,727 2,246 2,822 3,755 4,403 4,923 5,302 5,675 6,130 83%
達成評価 　

①急発進・急加速の抑制 活動計画 　①～④継続

ｶﾞｿﾘﾝ使用量 基準値の ｶﾞｿﾘﾝ ②早目のアクセルＯＦＦ 進捗評価 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

　2）ｶﾞｿﾘﾝ 2%削減 排出係数 ③アイドリングストップ 目標値 380 325 379 354 275 208 337 318 400 238 468 460 4,142

使用量 4,227 4,142 2.32 ④エアコンの使用制限 目標累計 380 400 779 1,133 1,408 1,616 1,953 2,271 2,671 2,909 3,377 3,837

　　の削減 ＜L/１年＞ ＜L/1年以下＞ 実数値 322 400 363 357 354 240 296 253 482 419 268 716 4,470
実績累計 322 722 1,085 1,442 1,796 2,036 2,332 2,585 3,067 3,486 3,754 4,470
達成評価 108%

①急発進・急加速の抑制 活動計画 　①～④継続

　3）軽油 軽油使用量 基準値の 軽油 ②早目のアクセルＯＦＦ 進捗評価 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

使用量 2%削減 排出係数 ③アイドリングストップ 目標値 1,153 700 1,153 910 1,017 685 762 723 710 546 515 470 9,344

　　の削減 9,535 9,344 2.58 ④エアコンの使用制限 目標累計 1,153 1,853 3,006 3,916 4,933 5,618 6,380 7,103 7,813 8,359 8,874 9,344

＜L/１年＞ ＜L/1年以下＞ 実数値 370 870 455 582 852 521 729 551 792 661 762 529 7,674
実績累計 370 1,240 1,695 2,277 3,129 3,650 4,379 4,930 5,722 6,383 7,145 7,674
達成評価 82%

CO2排出量 3,442 3,373 電気 目標値 4,249 2,894 4,117 3,365 3,569 2,581 3,119 2,886 3,039 2,144 2,626 2,504 37,092

9,807 9,611 ｶﾞｿﾘﾝ ＣＯ2 目標累計 4,249 7,143 11,260 14,625 18,194 20,774 23,893 26,779 29,818 31,962 34,588 37,092

24,600 24,108 軽油 排出量 実績値 1,910 3,390 2,183 2,524 3,019 1,901 2,568 2,009 3,162 2,677 2,588 3,026 30,955

合計 37,849 37,092 kg 実績累計 1,910 5,300 7,482 10,006 13,025 14,926 17,494 19,502 22,664 25,341 27,929 30,955

＜kｇ-ＣＯ2/１年＞ ＜kｇ-ＣＯ2/1年以下＞ 達成評価 83%

①分別表示 活動計画 　①～④継続

廃棄物排出量 基準値の ②分別の徹底 進捗評価 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2%削減 ③裏紙使用で紙使用量 目標値 46 45 38 45 50 44 40 45 41 40 40 44 518

529 518 　の削減 目標累計 46 91 129 174 224 268 308 353 394 434 474 518

＜㎏/１年＞ ＜㎏/1年以下＞ ④ｺﾋﾟｰ終わりのﾘｾｯﾄ 実績値 46 45 37 45 50 43 40 44 40 40 40 43 513
（分別ﾁｴｯｸｼｰﾄ確認） 実績累計 46 91 128 173 223 266 306 350 390 430 470 513

達成評価 99%

①節水表示 活動計画 　①～②継続

水使用量 基準値の ②流しぱなしにしない 進捗評価 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2%削減 （状況ﾁｴｯｸｼｰﾄ確認） 目標値 233

238 233 目標累計

＜㎥/１年＞ ＜㎥/1年以下＞ 実績値 211
実績累計

達成評価 90%
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38

34 65 105 137 173 211

35

42 84 127 161 198 233
水
㎥

42 42 43 34 37

34 31 40 32

81% 74% 93% 94% 97% 109%

36

114%

2
廃棄物の

削減

ゴミの分別
ﾁｴｯｸによる
廃棄物の

削減

富
田

赤
木

廃棄

物㎏

99% 99% 98% 99%

89%

富
田

相
馬

ｶﾞｿﾘﾝ

100% 114% 98% 120%

富
田

相
馬

軽油

56% 75% 94% 127%

2021年度 作成年月日： 2021年8月　1日

実績記入日： 2022年8月31日

環境方針項目
環境目標項目

実績評価項目

事
務
所
　
　
　
　
　
　
廃
棄
物
収
集
運
搬
業

1
二酸化炭
素排出量
の削減

富
田

浅
沼

活動計画

60% 83% 103%

〔数値目標/実績〕

66% 78% 86%

4
水使用量
の削減

水の
使用状況

確認
（節水活動）

富
田

赤
石



No
基準値
2019

目標値
CO2

換
算

具体的活動内容
責
任
者

担
当
者

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 年度計

活動計画 　①継続

①規制基準の遵守 進捗評価 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

　と確認 目標値 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

実績値 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
達成評価 100%
活動計画 　①継続

ｶﾞｿﾘﾝ使用量 基準値の ｶﾞｿﾘﾝ ①ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞへの指導 進捗評価 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

　1）ｶﾞｿﾘﾝ 2%削減 排出係数 　<協力会社を含む> 目標値 230 185 220 365 186 208 207 170 137 275 305 304 2,792

使用量 2,849 2,792 2.32 目標累計 230 415 635 1,000 1,186 1,394 1,601 1,771 1,908 2,183 2,488 2,792

　　の削減 ＜L/１年＞ ＜L/1年以下＞ 実数値 336 141 155 467 190 330 165 110 106 153 287 285 2,725
実績累計 336 477 632 1,099 1,289 1,619 1,784 1,894 2,000 2,153 2,440 2,725
達成評価 98%
活動計画 　①継続

軽油使用量 基準値の 軽油 ①ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞへの指導 進捗評価 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

　2）軽油 2%削減 排出係数 　<協力会社を含む> 目標値 123 0 0 88 140 0 42 0 34 44 56 705 1,232

使用量 1,257 1,232 2.58 目標累計 123 123 123 211 351 351 393 393 427 471 527 1,232

　　の削減 ＜L/１年＞ ＜L/1年以下＞ 実数値 441 83 0 77 0 0 26 0 0 34 64 502 1,227
実績累計 441 524 524 601 601 601 627 627 627 661 725 1,227
達成評価 99%

CO2排出量 目標値 851 429 510 1,074 793 483 589 394 406 752 852 2,524 9,656

6,610 6,477 ｶﾞｿﾘﾝ ＣＯ2 目標累計 851 1,280 1,791 2,864 3,657 4,140 4,728 5,123 5,528 6,280 7,132 9,656

3,243 3,178 軽油 排出量 実績値 1,917 541 360 1,282 441 766 450 255 247 443 831 1,956 9,489

合計 9,853 9,656 kg 実績累計 1,917 2,459 2,818 4,100 4,541 5,307 5,757 6,012 6,259 6,701 7,532 9,489

＜kｇ-ＣＯ2/１年＞ ＜kｇ-ＣＯ2/1年以下＞ 達成評価 98%

①ﾘｻｲｸﾙ対応の 活動計画 　①②継続

処理施設との契約 進捗評価 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

資源 目標値 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
②ﾏﾆｭﾌｪｽﾄの確認 分別 実績値 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

達成評価 100%

基準値
2019

目標値 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 年度計

3,442 3,373 目標値 5,099 3,324 4,627 4,439 4,361 3,063 3,707 3,281 3,444 2,896 3,478 5,028 46,748

16,416 16,088 ＣＯ2 目標累計 5,099 8,423 13,051 17,490 21,851 24,914 28,621 31,902 35,346 38,242 41,720 46,748

27,843 27,286 排出量 実績値 3,827 3,931 2,542 3,806 3,460 2,667 3,017 2,264 3,409 3,120 3,419 4,982 40,444

47,702 46,748 kg 実績累計 3,827 7,758 10,300 14,106 17,566 20,233 23,250 25,514 28,923 32,043 35,461 40,444

＜kｇ-ＣＯ2/１年＞ ＜kｇ-ＣＯ2/1年以下＞ 達成評価 87%
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二酸化炭素排出量 対象項目 実績評価項目

CO2
全社合計

CO2排出量

合計
79% 84% 83%

ｶﾞｿﾘﾝ

軽油

協力会社へ
の指導

現場毎実施
富
田

現
場
責
任
者

100% 100% 100% 100%

環境方針項目
環境目標項目

実績評価項目

建
設
業

1
施工時の
環境改善

環境に配慮
した建設重
機の使用

低騒音・低
振動・排ガス
対策の重機

使用

現場毎実施
富
田

現
場
責
任
者

現場
指導

2

二酸化炭
素排出量

の
削減

富
田

相
馬

ｶﾞｿﾘﾝ

富
田

相
馬

軽油

〔数値目標/実績〕

3
建設廃棄
物のﾘｻｲ
ｸﾙ推進

建設副産物
の分別  ・

再資源化の
実施

101%

電　気

100% 130% 74% 82%

426% 34% 34% 75%

157% 106% 69% 78%

100% 100% 100% 100%



報告 報告 報告 報告

処置 処置 処置 処置

環境管
理責任

推進
責任者

４.　是正処置・予防処置は、達成評価で、３ヵ月または、２ヶ月の累計が目標値に対して１２０％以上の場合（下表については１００％未満）で、代表者または環境管理責任者が

 必要と判断した時に行う。

1

3

１.　建設業の1 公害防止対策・2 資源化の推進と廃棄物の削減の評価は、実施で１　未実施０とする。

6.-3

2.　電力使用量については、2021年11月15日（12月分）より　リコージャパン株式会社の、

〔作成方法〕

１.　本表は、環境目標設定（取組項目、標準値、目標値）に沿って、毎年作成する。

３.　活動内容は、月々の具体活動予定事項を線表で表示する。

達成評価 建設業
施工事の環境改善（指導）

５.　是正処置・予防処置が要の場合は、｢問題点是正/予防処置報告書」を作成する。

〔記載内容〕

建設廃棄物のリサイクル推進（指導）

２.　具体的活動内容及び推進責任者・担当者は、職場内検討により設定する。

〔定期的確認評価ｺﾒﾝﾄ〕・建設業　軽油増加 ・事務所　ｶﾞｿﾘﾝ増加 ・廃棄物　ｶﾞｿﾘﾝ増加

・取組状況の確認

・目標の達成状況

〔是正処置・予防処置
の要否〕 否 否 否

その他　取組

否

　 ＣＯ2　→　0　(１１月)より 　受注量の増加

その他　取組 取組　順調 その他　取組

　受注量の増加

今元 入角　 富田 今元
代表者

おおむね順調 おおむね順調 目標　達成 おおむね順調

確認・承認印

入角　 富田 今元 入角　 富田 今元 入角　 富田

　　　　　　　　遠距離増加

・電気　→　再ｴﾈﾙｷﾞｰへ ・建設業　軽油増加

　受注量の増加 　年末年始挨拶等が増加 　　　　　　　軽油増加

・建設業　軽油増加 　廃棄物収集回数の増加

　「再エネスタンダード100」に変更しＣＯ２排出量は、０です。



環境経営目標 の達成状況

 ＣＯ2

排出
係数 ％ 評価

基準値に対し 2 ％削減

7,565 kWh／年 0.455 7,414 6,130 kWh／年

　 基準値に対し 2 ％削減

　2）　ｶﾞｿﾘﾝ使用量の削減 ｶﾞｿﾘﾝ 4,227 2.32 ｶﾞｿﾘﾝ ｶﾞｿﾘﾝ 4,470

　 基準値に対し 2 ％削減

　3）　軽油使用量の削減 軽油 9,535 2.58 軽油 軽油 7,674

　 電力 3,442 電力 電力 786
ｶﾞｿﾘﾝ 9,807 ｶﾞｿﾘﾝ ｶﾞｿﾘﾝ 10,370
軽油 24,600 軽油 軽油 19,799
合計 37,849 合計 合計 30,955

基準値に対し 2 ％削減

529  kg／年 518 513 ㎥／年

基準値に対し 2 ％削減

238 ㎥／年 233 211 ㎥／年

環境に配慮した建設重機の使用
<低騒音・低振動・排ガス対策の重機使用>

　 基準値に対し 2 ％削減

　1）　ｶﾞｿﾘﾝ使用量の削減 ｶﾞｿﾘﾝ 2,849 2.32 ｶﾞｿﾘﾝ ｶﾞｿﾘﾝ 2,725

　 基準値に対し 2 ％削減

　2）　軽油使用量の削減 軽油 1,257 2.58 軽油 軽油 1,227

ｶﾞｿﾘﾝ 6,610 ｶﾞｿﾘﾝ ｶﾞｿﾘﾝ 6,322
軽油 3,243 軽油 軽油 3,167
合計 9,853 合計 合計 9,489

現場毎実施

100%

現場毎実施

ﾘｻｲｸ率100%

2,792
Ｌ／年 Ｌ／年以下

6,477

3
建設廃棄物のﾘｻｲｸﾙ

推進
建設副産物の分別・再資源化の実施 現場毎実施

現場毎実施
〇

Ｌ／年

100%

燃料使用量 燃料使用量

99.6%1,232
Ｌ／年 Ｌ／年以下

ﾘｻｲｸ率100%

7.-1

事
務
所
　
　
　
　
　
廃
棄
物
収
集
運
搬
業

100% 〇
100%

2
二酸化炭素排出量の

削減

燃料使用量 燃料使用量

98%

〇

98%計（kg-CO2）
3,178

9,656
kg-CO2／年 kg-CO2／年以下 kg-CO2／年

Ｌ／年

〇
㎥／年以下

2 廃棄物の削減

建
設
業

1 施工の環境改善 現場毎実施
現場毎実施

Ｌ／年 Ｌ／年以下 Ｌ／年

3,373

〇
kg／年以下

〇

電力使用量

燃料使用量 燃料使用量

kg-CO2／年 kg-CO2／年以下 kg-CO2／年

82%9,344

83%

9,611

24,108

37,092

3 水使用量の削減 節水活動
水使用量 水使用量

90%

1
二酸化炭素排出量の

削減

 　　      　  1） 電力使用量の削減

計（kg-CO2）

99%

83%

ゴミの分別･再利用・再資源化
廃棄物排出量 廃棄物排出量

kWh／年以下

ｶﾞｿﾘﾝ使用量 燃料使用量

108%4,142
Ｌ／年 Ｌ／年以下 Ｌ／年

電力使用量

Ｎｏ 環境経営方針項目 環境経営目標項目
基準値（8～７月) 2021年度

（2019年度実績） 目標値 実数値



 ＣＯ2

排出
係数 ％ 評価

基準値に対し 2 ％削減

7,565 kWh／年 0.455 7,414 6,130 kWh／年

　 基準値に対し 2 ％削減

　2）　ｶﾞｿﾘﾝ使用量の削減 ｶﾞｿﾘﾝ 7,076 2.32 ｶﾞｿﾘﾝ ｶﾞｿﾘﾝ 7,195

　 基準値に対し 2 ％削減

　3）　軽油使用量の削減 軽油 10,792 2.58 軽油 軽油 8,901

　 電力 3,442 電力 電力 786
ｶﾞｿﾘﾝ 16,416 ｶﾞｿﾘﾝ ｶﾞｿﾘﾝ 16,692
軽油 27,843 軽油 軽油 22,966
合計 47,702 合計 合計 40,444

　

※化学物質は使用していないので、環境目標は設定していない。

※購入電力の二酸化炭素排出係数　：　2018年度実績　東京電力ｴﾅｼﾞｰﾊﾟｰﾄﾅｰ(株)　調整後排出係数0.455（kg-CO2/kwh）

電力使用量については、2021年11月15日（12月分）より　リコージャパン株式会社の、「再エネスタンダード100」に

　変更しＣＯ２排出量は、０です。

※環境目標項目の評価は、

目標達成１００％以下で達成「○」、１００％を超える場合は、未達「×」と評価する。

但し　建設業の№1.公害防止対策・№3資源化の推進と廃棄物の削減の評価は、取り組みがあれば、達成「○」取り組みが無ければ未達「×」と評価する。

kg-CO2／年 kg-CO2／年以下 kg-CO2／年

※本環境目標設定表は、毎年度見直すものとする。

7.-2

84%10,576
Ｌ／年 Ｌ／年以下 Ｌ／年

3,373

87%

16,088

27,286

46,748

83%

〇

全
社
 

合
計

環境経営方針項目 環境経営目標項目

kWh／年以下

ｶﾞｿﾘﾝ使用量

2021年度

電力使用量

燃料使用量 燃料使用量

104%6,934
Ｌ／年 Ｌ／年以下 Ｌ／年

（ 2019年度実績） 目標値 実数値

燃料使用量

二酸化炭素排出量の
削減

 　　      　  1） 電力使用量の削減
電力使用量

全社　合計（kg-CO2）

基準値（8～７月)



作成年月日:2022年８月31日

結果・評価
①　実施出来ていない箇所があったので、指導をした ①②③④⑤は、
②　昼休みのＯＦＦが、出来ていない人がいたので指導をした

③　コロナ対策の為、換気に伴うドア・窓の開閉をし 結果②については、

　（冷房26、暖房22） 　 　設定温度の見直しをした

④　エアコンを使用前に掃除を行った　

　　・エアコンのクリーニングを行った（ﾀﾞｽｷﾝ）7/13 劣化→破損個所有
　　・エアコンと併用して扇風機を使用した 買換え検討

⑤エアコンを終業時前に停止した。（１５分前）

　11/15（12月分）より、ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ（株）の再ｴﾈﾙｷﾞｰに変更CO2排出→0

　年間での目標は達成した

①、②、③、④は運行毎のチエックシート確認項目で

　チエックし実施した して行う

 ・採点方式により、乗車毎のｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞを実施する事ができた

 ・年末年始の挨拶に伴いガソリン使用量が増えた（11月～１月）

 ・県外出張・仕事量の増加に伴いガソリン使用量が増えた（5月・7月）

①、②採点方式により、乗車毎のｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞを実施する事ができた ①②を、継続

　・仕事量の増加に伴い軽油使用量も多くなった（5月～7月） して行う

 　年間での目標は達成した

①、③は実施できた ①②③④を、継続

②　毎月チエックシートで確認し実施できた して行う

③　両面印刷済み・ホッチキス止めがあり、無駄な印刷　紙詰まりになった ③再度、指導する

④　「リセット表示」でリセット忘れが無くなった

 　年間での目標は達成した

①、②は実施できた

　・各自の意識も高く、節水が徹底された して行う

　・仕事の増加に付き事務所への出勤者が多く水の使用量が増加した

（6月・7月）

　　年間での目標は達成した

環境に配慮した建設重機の使用 ①公共工事のため低公害車使用の義務があり目標は

　達成した して行う

①協力会社へは会議で指導（現場毎）を実施しおおむね ①を、継続

　1）　ｶﾞｿﾘﾝ使用量の削減 　実施されている（車両・重機等は、協力会社の持込） して行う

<協力会社への指導/現場毎> 　建設業の受注量の増加に伴い自社車両の使用が増加した（11月～1月）

　　年間での目標は達成した

①協力会社へは会議で指導（現場毎）を実施しおおむね ①を、継続

　2）　軽油使用量の削減 　実施されている（車両・重機等は、協力会社の持込） して行う

<協力会社への指導/現場毎> 　建設業の受注量の増加に伴い自社車両の使用が増加した（8月・9月）

　年間での目標は達成した

①公共工事のため建設資材の再生資源使用実施の義務あり

②マニフェストの確認・実施 して行う

目標は達成した

8

②マニフェストの確認

①エコドライブ10のすすめ

　エコドライブ普及連絡会の10項目

①を、継続

建
設
業

1
施工時の
環境改善

①低公害車使用の確認 ①を、継続

<低騒音・低振動・排ガスの対策の重機使用> 　

2
二酸化炭素

排出量の削減

3
建設廃棄物の
ﾘｻｲｸﾙ推進

建設副産物の分別・再資源化の実施

①ﾘｻｲｸﾙ対応の処理施設との契約

①エコドライブ10のすすめ

　エコドライブ普及連絡会の10項目

3
水使用量の

削減
節水活動

①節水表示 ①②を、継続

②こまめな止水

（状況ﾁｴｯｸｼｰﾄ記入）

廃棄物の
排出量の削減

ゴミの分別・再利用・再資源化促進

①分別表示

②分別の徹底（分別ﾁｴｯｸｼｰﾄ記入）

③裏紙使用で紙使用量の削減

④ｺﾋﾟｰ終わりのﾘｾｯﾄ（ｺﾋﾟｰﾐｽの防止）

①②③④を、継続

②早目のアクセルＯＦＦ

③アイドリングストップ

④エアコンの使用制限

（ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ4項目ﾁｴｯｸｼｰﾄ記入）

継続して行う

③空調の適温化

個別指導を行う

④ｴｱｺﾝのﾒﾝﾃﾅﾝｽ

⑤ｴｱｺﾝ装置内熱利用

（冷暖房終了時間前に熱電源停止）事
務
所
　
　
　
　
　
廃
棄
物
収
集
運
搬
業

1
二酸化炭素

排出量の削減

1）　電力使用量の削減

①休憩時の消灯

②ﾊﾟｿｺﾝの時間外OFF

2）　ｶﾞｿﾘﾝ使用量の削減

①急発進・急加速の抑制

2

　3）　軽油使用量の削減

①アイドリングストップ

②エアコンの使用制限

（ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ4項目ﾁｴｯｸｼｰﾄ記入）

環境経営目標の達成状況及び環境経営計画の実施状況及びその評価
2021年度8月～7月

No 環境方針項目・環境目標項目 具体的活動内容
取　　組

次年度の内容



　　　当社に関係する環境関連法規等は下記の通りですが、下記のように遵守状況を２０２２年７月に確認した結果、　違反はありませんでした。
　　　また、関連機関からの違反等の指摘、環境関連の訴訟も過去３年間ありません。

　 2022/7/31

管理部署
責任者 チェック日 結果

①事業を行う地域の区長、市長の許可を取る
②政令で定める期間（2年）ごとに更新する

廃棄物処理法
（一般廃棄物の収集運搬業）

①発生抑制、減量化、リサイクル等推進
②環境保全活動に協力
①減量化、再資源化
②適正処理及び清潔保持を図る

①産業廃棄物管理票（ﾏﾆﾌｪｽﾄ）の交付
②ﾏﾆﾌｪｽﾄ返送日の確認、記録、保管

9.-1

・市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬行政に協力し
なければならない。（適正分別等）

Ⅰ.遵守義務のある法規関係 遵守状況確認・評価日：

区分 環境関連法規等名称 法令条項 法規制等要求事項
当社該
当事項

遵守事項等
遵守状況確認・評価

・一般廃棄物の運搬、処分を委託する場合は、許可を
取った一般廃棄物運搬業者、環境省令で定める処分業
者に委託

相馬 7月31日 遵守

府中市環境基本条例 条７ ①環境負荷の低減、自然環境の保全 相馬 7月31日 遵守

法７

①地域市町村の許可を受けなければならない
②一般廃棄物処理基準に即した処理
③再委託の禁止
④環境省令で定める帳簿記載と保管 一般廃棄物の

収集運搬業

相馬

府中市廃棄物の処理及び清掃
に関する条例

条５ ①排出の抑制、再利用による原料、適正処理

遵守

7月31日 遵守

③一般廃棄物処理基準に従い、収集、運搬又は処分を
行う

④一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を他人に
委託しない

⑤収集又は運搬年月日、収集区域又は受入先、運搬
方法及び運搬先ごとの運搬量を毎月末までに記載する

⑥帳簿は、一年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間事業場ごと
に保存する

7月31日 遵守

②契約書記載事項 ②記載事項確認、また定期的確認
　・種類、数量、性状、荷姿、最終処分地、金額 ・許可期限の確認（許可証写しの再提出）

廃棄物の処理及び清掃に関する
法律
（廃棄物処理法）
(廃棄物の適正処理)

法１２．
５～７
令６の２．３

①収集運搬、処分事業者と産業廃棄物処理委託基準に
従って二者間委託契約 産業廃棄物の

処理委託

①許可を受けた収集運搬・中間処理事業者との委託契
約締結。契約書は契約終了後５年間保管。
・委託事業者の事業区分、品目、取扱地県等の許可、
許可期限等の許可条件確認（許可証の写し添付） 相馬

法１２の３

①廃棄物管理票の交付・保管（環境省令に定める期間）

産業廃棄物の
処理委託

（マニフェストの
交付・処理状況
確認・遅延報
告・保存・交付
等状況の報告）

相馬

⑤産業廃棄物管理票交付状況報告書（毎年6月末迄）
提出、写し保管

7月31日 遵守

②管理交付者は、環境省令で定めるところにより当該
管理票に関する報告を作成し、都道府県知事に提出 ③処理困難通知を処理委託先から受けた場合及び交

付ﾏﾆﾌｪｽﾄのB２・D票は

90日以内、E票は180白以内に返却されない場合は、30
日以内に知事へ報告

④交付ﾏﾆﾌｪｽﾄ（A票、B2票、D票、E票）の5年間保管

廃
棄
物

廃棄物の処理及び清掃に関する
法律
（廃棄物処理法）
(一般廃棄物の処理)

法６の２

①事業系一般廃棄物の処理 。

一般廃棄物の
処理委託

①一般廃棄物を適正に分別し、保管
②区条例に従って排出又は環境省令で定めるもっぱら
物回収業者に委託
③大量に排出する場合は、許可を取った一般廃棄物収
集運搬業者に委託

相馬 7月31日

環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無



管理部署
責任者 チェック日 結果

①事業を行う区域を管轄する都道府県知事の許可を取る

業務範囲の変更は、許可変更届

3)交付年月日・交付番号（交付又は回付から10日以内）

4)受入先ごとの受入量、運搬方法・運搬先ごとの運搬量

⑦帳簿は、1年ごとに閉鎖し、後5年間事業場ごとに保存

⑧収集運搬終了後のﾏﾆﾌｪｽﾄの写しの送付（10日以内）

⑨ﾏﾆﾌｪｽﾄの交付を受けずに廃棄物の引渡しを受けない

* 廃棄物処理法省令等改正

　　　　　　（水銀関係）

オフロード法 法18条1項

法29条2項

道路交通法 法105号

改正　道路交通法 ９条　10第6

建設業の

道路運送車両法 第4条～ 工事

76条

髙木

騒音規制法
振動規制法 政令2.3 髙木

建設副産物適正処理推進要網
髙木

建設廃棄物処理ﾏﾆﾌｪｽﾄ

石綿障害予防規則
厚生労働省
令第21号 髙木 7月31日 無し

9.-2

区分 環境関連法規等名称 法令条項 法規制等要求事項
当社該
当事項

遵守事項等

③産業廃棄物処理基準に従い、収集、運搬を行う

②政令で定める期間ごとに更新 ④現に委託を受けている産業廃棄物の収集、運搬を行う

③許可を受けた業者は、産業廃棄物処理基準に従う 　ことが困難となる事由が生じたときは、10日以内に、そ

④業務不能な場合は環境省令に書面通知 　の旨を当該委託をした者に書面により通知する

遵守状況確認・評価

廃
棄
物

廃棄物処理法
（産業廃棄物の収集運搬）

法１２
法１４

①産業廃棄物収集運搬許可証の取得

産業廃棄物の
収集運搬業

相馬 7月31日 遵守

②政令で定める期間（5年・7年）ごとに更新する

1)収集運搬年月日

2)交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称

⑤収集運搬を他人に委託してはならない 　当該通知の写しを当該通知の日から5年間保存

⑥廃棄物管理票(ﾏﾆｭﾌｪｽﾄ)の回付・保管 ⑤産業廃棄物の収集、運搬を他人に委託しない

　　　　　　　　　（環境省令に定める期間） ⑥事業場に帳簿を備え、以下を記載する

⑩交付ﾏﾆﾌｪｽﾄ（B1票、Ｃ２票）の5年間保管

H27　政令
367号

①許可証明記　「水銀使用製品産業廃棄物を含む」
①許可　変更届にて水銀明記・・・東京都

②許可　更新時2024.3.29に明記・・・神奈川県

遵守

①道路における危険を防止・その他交通の安全と円滑化 ①乗務員教育・記録簿

富田 7月31日 遵守②目視等でのｱﾙｺｰﾙﾁｴｯｸの義務化　R4/1より ②記録簿の作成　記録　保管1年

③検知器でのｱﾙｺｰﾙﾁｴｯｸの義務化　R4/10より

①排気ガス基準を満たす基準適合 産業廃棄物
収集運搬業

①年次点検・記録簿
富田 7月31日

遵守
②安全性の確保・公害防止・環境保全のための整備　（車検）

建
設
業

建設リサイクル法 第１６条

①建設工事に係る資材の再資源化等

建設業の
工事

①再資源化等の促進

7月31日

廃
棄
物
・
建
設
業

①所有権の公証 ①車検の更新・保険の更新
富田 7月31日

②舗装版破砕機の作業距離の規制を遵守する

①副産物の再資源利用、促進　（届出・施工計画・報告） ①副産物の施工計画・完了報告を行う

7月31日

遵守②発注者への報告を行う

①施工現場毎の適正な規制基準の遵守 ①指定された低騒音・低振動型建設機械の使用する

7月31日 遵守　　（届出・報告）

遵守　・発生の抑制
　・再使用及び再生利用

①建設業管理票(ﾏﾆｭﾌｪｽﾄ)の回付・保管 ①マニフェストの交付・それに基づく適正処理の実施
髙木 7月31日 遵守

①事前に法令に基づく石綿（アスベスト）の使用の有無の
調査（事前調査）義務

①石綿の有無の事前調査結果の報告（2022.4/1より)



管理部署
責任者 チェック日 結果

パソコンリサイクル法 法４ パソコン廃棄 富田 7月31日 無し

　

法６

法１２

　

グリーン 国等による環境物品等の調達

購入 の推進等に関する法律

第６５条 遵守

第６６条 R3.9.13
規則 健康診断実施

9.-3

富田 7月31日 無し

区分 環境関連法規等名称 法令条項 法規制等要求事項
当社該
当事項

遵守事項等
遵守状況確認・評価

資
源
循
環
（

ﾘ
ｻ
ｲ
ｸ
ﾙ
）

①メーカーによる回収再資源化

①事業者の責務
（再生資源及び再生部品の利用）

特定家庭用機器再商品化法
（家電リサイクル法）

法６

①特定家庭用機器を長期間使用、廃棄物として排出の場
合は適切に引き渡し、料金支払い

テレビ
冷蔵庫

ユニットエアコ
ンの廃棄

①特定家庭用機器排出した場合、料金を支払い、適切
に引き渡す。また、特定家庭用機器廃棄物管理票の写
しを受取１年間保管、または、産業廃棄物管理票を交
付している場合は、廃棄物処理法に従う

富田 7月31日 無し
プラウン管・液晶・プラズマテレビ、冷蔵冷凍庫、洗濯
機、ユニット型エアコン、衣類乾燥機に適応

使用済自動車の再資源化等に
関する法律
（自動車リサイクル法）

法８ ①自社使用済み自動車をリサイクル法に基づいて処分
自社自動車の

廃棄
①自社使用済み自動車のリサイクル処分

大
気
汚
染

自動車から排出される窒素酸化
物及び粒子状物質の特定地域
における総量の削減等に関する
特別措置法
（自動車ＮＯｘ・ＰＭ法）

①対策地域

トラック、
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ

富田
　　普通トラック（1.10～19、100～199）

　　小型トラック（4、40～49、400～499）

フロン排出抑制法

法１６ ①第一種特定製品の管理者の判断基準
業務用
エアコン

①すべての第一種特定製品を対象とした簡易点検の
実施（３ヵ月に１度）

富田 7月31日

３ヵ月毎の点検
記録実施

②第一種特定製品の点検・修理・回収等の履歴を　記
録保管　(機器廃棄後３年間保管)

法７４ ①第一種特定製品排気塔実施者の役割
①第一種特定製品の廃棄等の際には、ﾌﾛﾝの回収・再
生・破壊等に必要な費用の負担

無し

　　ディーゼル乗用車

③「自動車ＮＯｘ・ＰＭ法適合車」の認定 認定６台

7月31日 遵守

　首都圏：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

②対象自動車 排ガス基準適合車の使用

　・対策地域内に使用の本拠がある車両 対象自動車６台

　・対象車種（ナンバープレート分類番号）

遵守
を選択するよう努めるものとする。 ②エコ商品選択購入

その他 労働安全衛生法（安衛法）

①労働者に対する健康診断

従業員
①作業環境測定、作業の管理、健康診断

富田

法５
①事業者及び国民は、できる限り環境物品等

物品購入
①環境にやさしい原材料の利用

富田 7月31日

7月31日②作業環境管理

①「石綿則」の遵守

遵守
②優良適正（遵法性）

貨物自動車運送事業法 第１条 ①事業の適正化・合理化・運輸の安全確保 営業車

①輸送の安全を確保

富田

その他の
要求事項

東京競馬場
①入札参加資格適合証明 廃棄物収

集運搬委託
①環境／ＣＳＲ報告書の作成・公表

7月31日 遵守
②公共の福祉の増進に資する
③運転者への安全教育・管理

富田 7月31日



管理部署
責任者 チェック日 結果

環境基本法 法８ 富田 7月31日 遵守

地球温暖化対策の推進に関す
る法律

法５ 富田 7月31日 遵守

環境の保全のための意欲の増
進及び環境教育の推進に関する
法律

法４ 富田 7月31日
Ｒ3/12/15

環境教育実施

(環境配慮促進法) 法４ 富田 7月31日 無し

下水道法　水質汚濁防止法 第3・4条 富田 7月31日 遵守

法７

法１１

資源循環

（リサイクル）

資源の有効な利用の促進 法１１

に関する」法律

（リサイクル法） 　

小型家電ﾘｻｲｸﾙ法 法５７
小型家電の

回収
富田 7月31日 遵守

自然保護 自然環境保全法 法２ 富田 7月31日 遵守

 *  見直し改訂日：
 *  見直し改訂日：

9.-4

区分 環境関連法規等名称 法令条項 法規制等要求事項
当社該
当事項

遵守事項等

２．責務（努力義務）のある法規関係

　②製品、容器等耐久性向上による廃棄物抑制

　③製造者が製品を引き取り循環利用

　④循環資源の事業活動での循環利用

富田 7月31日 遵守

　①再使用 ②再生利用 ③熱回収 ④最終処分 ①再使用（コピー用紙の裏紙）

〔事業者の責務〕 ②再資源の分別

　①原材料等が廃棄物になることの抑制

　⑤再生品の利用に努める。

〔資源の循環的利用及び処分の基本原則〕

廃棄物の抑
制、リサイクル・
中古品の使用

　①廃棄物の発生抑制（Ｒｅｄｕｃｅ） ①３Ｒ原則の教育と実践

　②部品等の再利用（Ｒｅｕｓｅ）

　③原材料としての再利用（Ｒｅｃｙｃｌｅ）

〔資源有効利用の基本〕

３Ｒの推進 富田 7月31日 遵守

2022年4月1日 石綿障害予防規則　　　　　　　　　　 （石綿）

①自然環境の保全を図るよう努める

2017年10月1日 廃棄物処理法省令等改正　　　　　　（水銀関係）

2022年4月1日 道路交通法　改正　　　　　　　　　　　（ｱﾙｺｰﾙﾁｪｯｸ）

①再資源化の促進による有効利用
①各自治体及び排出者より依頼があった場合は正当
な理由がある場合を除き　回収し、適正処理をしなけれ
ばならない

①人の健康被害の生ずる物質を排出しない

循環型社会形成推進基本法

遵守状況確認・評価

基
本
・
一
般

①事業者の責務（公害防止、廃棄物への対応、リサイク
ル、行政への協力）

①事業者の責務（温室効果ガス排出の抑制に努める及び
行政への協力）…実際の規制は「省エネ法」による

①事業者の責務（環境保全活動及び環境教育を行う、また
協力）

①事業者の責務(環境情報の提供)



見直し実施日 （　■定期見直し　□臨時見直し　）

見直し対象期間

出　席　者

①環境経営目標の達成状況及び環境経営活動計画の実施・運用状況、その他評価結果

②環境経営関連法規の遵守状況　　（環境経営関連法規等の遵守記録による）

③その他、外部からの環境に関する苦情や要望

【環境経営システムが有効に機能しているか】（①、②、③等を踏まえて評価）

【環境経営方針・環境経営目標】 変更の必要性　：　□有　　■無　

【環境経営活動計画・環境経営ｼｽﾃﾑ等】 変更の必要性　：　□有　　■無　

変更の必要性　：　□有　　■無

【実施体制の見直】 変更の必要性　：　□有　　■無

【外部からの環境に関する苦情や要望】 変更の必要性　：　□有　　■無

会社全体のCO2排出量の削減も、目標に達成していることを踏まえ

全
社

CO2排出量の削減 〇 〇
電気をﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱の「再ｴﾈｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ100」に変更した為、CO2
排出量の削減に大いにつながった。

代表者による
見直し

変更の必要性
の有無・変更に
必要な具体的

指示事項

【環境関連法規等】

環境取組の変更の必要性は無いと考える

【総　　括】

現段階においては、前回に引続き新エネルギーの導入を継続する事を優先させ

目標を達成できた。

次年度も目標は継続する。

廃棄物のﾘｻｲｸﾙ推進 〇 〇

目標を達成できた。

次年度も目標は継続する。

建
設
業

施工時の環境改善 〇 〇

目標を達成できた。

次年度も目標は継続する。

CO2排出量の削減 〇

水使用量の削減 〇 〇

目標を達成できた。

次年度も目標は継続する。

〇

見直しに必要
な情報

　　(環境経営管理計画書・問題点是正/予防処置報告書による）

　　　　　（コミュニケーション記録・問題点是正/予防処置報告書による）

代表者による
評価

経営的観点

　目標に対する環境経営活動結果も概ね達成できたと思う

【環境への取組が適切に実施されているか】（②等を踏まえて評価）

目標項目
活動計画
実施状況

目標達
成状況

目標・活動計画実施状況の評価（達成の場合：目標設定方法や取組方法
の問題点、次年度の方向性　　未達の場合：原因の明確化、次年度の目標や
対応策）

事
務
所
・

廃
棄
物
収
集
運
搬
業

CO2排出量の削減 〇 〇 目標を達成できた。

前回の指示へ
の取組結果

①前回指示　水素エンジン車両の導入　水素ｽﾃｰｼｮﾝ等の近隣周辺情報の収集

　八王子市高倉・杉並の2ヶ所しか周辺に水素ｽﾃｰｼｮﾝが無い

　今の所、現実的な導入にはならないが、今後も情報を収集する

　又、他の新たなクリーエネルギーの、情報収集も検討する
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　代表者、環境管理責任者、部門責任者

代表者による全体の評価と見直し・指示
結果報告書

2022年8月31日

2021年8月1日　　　～　　　2022年7月31日

次年度も目標は継続する。

電気を再エネルギーに変更した。（12月分より）

廃棄物の削減 〇 〇

目標を達成できた。

次年度も目標は継続する。






